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【面会手続きの方法】 
① 体温測定，管理記録に記入後，面会許可証を受け取る 
② ナースステーションで面会許可証を見せ，面会する 
③ 1 階受付で面会許可証を返却し管理記録に記入後帰宅 
 

※ コロナ問診で該当する方や，かぜ症状・発熱・下痢な
どの体調不良のある方は面会できません。 

令和 5 年 2 月 20 日 
県⽴安芸津病院⻑ 

面会時間：14：00〜16：00 の間で 15 分以内 

面会者：ご家族 1 名のみ（18 歳以上）1 日 1 名まで 

    マスク着用と手指消毒を実施し 

    1 階受付で面会手続きをして下さい 

面会制限のお願い 


